
平
成
30
年
度
　
慰
霊
巡
拝

　
厚
生
労
働
省
は
、
先
の
大
戦
で
の
戦

没
者
の
遺
族
を
対
象
と
し
た
慰
霊
巡
拝

を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
実
施
地
域
で
の
戦
没
者
の
遺
族（
配
偶

者
、
子
、
兄
弟
姉
妹
）で
、
原
則
80
歳
以

下
の
方　
所
実
施
地
域
＝
ア
ル
タ
イ
地

方
、
ケ
メ
ロ
ボ
州
、
ノ
ボ
シ
ビ
ル
ス
ク

州
、
ハ
バ
ロ
フ
ス
ク
地
方
、
中
国
東
北

地
方
、
イ
ル
ク
ー
ツ
ク
州
、
沿
海
地
方
、

東
部
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
北
ボ
ル
ネ
オ
、

ビ
ス
マ
ー
ク
諸
島
、
硫
黄
島
、
ミ
ャ
ン

マ
ー
、
パ
ラ
オ
諸
島
、
フ
ィ
リ
ピ
ン　

※
参
加
者
へ
旅
費（
国
内
を
含
む
）の
一

部
補
助
あ
り

問
福
祉
政
策
課（
☎
231－

１
７
２
３
）

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287－

４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766－

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772－

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782－

１
９
２
２
）

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望

す
る
方
は
認
定
申
請
を

対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
28
年
７

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類　
申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

３
１
８
４
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

65
歳
以
上
の
方
に
介
護
保
険
料
納
入

通
知
書
を
送
付
し
ま
す

　
平
成
30
年
度
介
護
保
険
料
納
入
通
知

書
か
特
別
徴
収
決
定
額
通
知
書
を
、
６

月
中
旬
か
ら
下
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　
３
年
ご
と
の
保
険
料
の
改
定
に
よ
り
、

平
成
30
年
度
か
ら
平
成
32
年
度
ま
で
の

基
準
月
額
が
、
前
期
の
５
３
０
０
円
か

ら
５
５
０
０
円
に
改
定
さ
れ
ま
し
た
。

詳
細
は
６
月
に
送
付
す
る
保
険
料
額
決

定
通
知
書
と
併
せ
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

内
▽
普
通
徴
収
…
６
月
か
ら
毎
月（
年
10

回
）の
納
付　
※
納
期
限
内
の
納
入
を
お

願
い
し
ま
す　
▽
特
別
徴
収（
年
金
天
引

き
）…
平
成
30
年
度
年
間
保
険
料
か
ら
４・

６
月
の
仮
徴
収
額
を
除
い
た
額
を
、８・

10
・
12
・
２
月
で
分
割
し
て
天
引
き

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

１
１
３
８
）

国
民
健
康
保
険
の

「
特
定
健
診
」を
受
け
ま
し
ょ
う

　
４
月
１
日
現
在
、
国

民
健
康
保
険
加
入
者
で

40
歳
～
74
歳
ま
で
の
方

に
は
、
受
診
券
を
発
行

し
て
い
ま
す
。
※
今
年

度
中
に
75
歳
に
な
る
方
に
も
受
診
券
を

発
行
し
て
い
ま
す
が
、
誕
生
日
以
降
は

こ
の
受
診
券
は
無
効
と
な
り
ま
す
の
で

注
意
し
て
く
だ
さ
い　
※
同
じ
年
度
内

に
特
定
健
診
と
人
間
ド
ッ
ク
の
両
方
の

受
診
は
で
き
ま
せ
ん

期
平
成
31
年
３
月
25
日（
月
）ま
で　
料

本
人
負
担
額
＝
１
０
０
０
円　
持
受
診

券
、
国
民
健
康
保
険
証　
申
市
内
の
協

力
医
療
機
関
へ
。
※
日
時
な
ど
を
事
前

に
確
認
し
て
く
だ
さ
い

問
保
険
年
金
課（
☎
231－
１
６
６
８
）

65
歳
以
上
の
方
の
介
護
保
険
料
の

減
免
申
請
を

対
期
①
災
害
や
所
得
の
著
し
い
減
少
な

ど
で
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
＝
随

時　
②
保
険
料
所
得
段
階
が
第
２
・
第

３
段
階
の
方
の
う
ち
、
前
年
の
収
入
が

１
人
世
帯
で
90
万
円
以
下（
２
人
以
上
の

場
合
、
１
人
世
帯
の
90
万
円
に
１
人
に

付
き
45
万
円
を
加
算
し
た
額
以
下
）で
、

市
民
税
課
税
者
に
扶
養
さ
れ
て
お
ら
ず
、

資
産
活
用
し
て
も
な
お
生
活
が
困
窮
し

て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
方
な
ど
＝
６
月

15
日
～
平
成
31
年
４
月
１
日（
７
月
16
日

以
降
の
申
請
の
場
合
、
申
請
日
以
降
の

納
期
分
が
対
象
）　
申
介
護
保
険
課
、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支

所
へ
。

問
介
護
保
険
課（
☎
231－

1
1
3
8
）

国
保
の
無
料
歯
周
病
健
診

　
市
内
の
歯
科
医
師
会

加
入
の
医
療
機
関
で
、

20
歳
以
上
の
国
保
加
入

者
に
対
し
、
無
料
歯
周

病
健
診
を
行
い
ま
す
。
※
年
度
内
1
度

の
み
受
診
可

住宅・建築物の耐震診断や
改修費用の一部を補助します
●住宅診断＝15件（先着順）
内市内で昭和56年５月31日以前に在来軸組工法、枠組壁工法、伝
統工法により着工された階数が３以下の木造一戸建て住宅（昭和56
年６月１日以降に増築、耐震改修を行っていない物）＝無料で診断
●住宅改修＝４件（先着順）
内住宅診断と同じ＝上部構造評点1.0未満を1.0以上とする工事費
用の一部補助（最大80万円）
●建築物診断＝２件（先着順）
内昭和56年５月31日以前に着工した一定規模以上の病院などの建
築物、マンション（いずれも昭和56年６月１日以降に増築、耐震改
修を行っていない物）＝診断費用の一部（最大100万円）
共対市内の対象住宅・建築物所有者（マンションは管理組合等）
共申６月１日～12月25日に申請書に必要書類を添えて提出を。
※申請書は市ホームページからダウンロードするか、住宅政策課
まで　※いずれもその他条件あり
問住宅政策課（☎231ー1941）

行政相談・人権相談・年金相談（６月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
【詳細】山口行政監視行政相談センター

（☎083－932－1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、

いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
【詳細】山口地方法務局 下関支局（☎234－4000）
・年金相談…年金に関する事
【詳細】山口県社会保険労務士会 下関支部

　　　　                    （☎083－923－1720）
問生活安全課　市民相談所（☎231－3730）

内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

11 月 10:00～12:00 菊川町総合福祉会館
13 水

13:00～16:00
市役所本庁舎新館5階

14 木 長府公民館
川中公民館

19 火
10:00～12:00

豊浦総合支所
20 水 豊北保健センター
22 金 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
７ 木

10:00～12:00

小月公民館
勝山公民館

11 月 菊川町総合福祉会館
20 水 豊北保健センター

年金相談 13 水 13:00～16:00 市役所本庁舎新館5階
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ベ
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期
６
月
11
日
～
23
日　
持
国
民
健
康
保

険
証　
申
市
内
の
協
力
医
療
機
関
へ
。

問
保
険
年
金
課（
☎
231－

１
６
６
８
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
菊
川
総
合
支
所
＝
日
６
月
15
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
定
６
人（
先
着
順
）

申
６
月
１
日
～
15
日
に
、
電
話
で
菊
川

総
合
支
所（
☎
287－

４
０
０
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
毎
週
月
・
木
曜
日
の

午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４
時 

定
12
人（
先
着
順
）　
申
相
談
日
の
１
週

間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
。
※
職
員
に

よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午
前
９
時
～

午
後
４
時

問
市
民
相
談
所（
☎
231－

３
７
３
０
）

「
特
設
行
政
相
談
所
」の

一
日
行
政
相
談
会

日
６
月
18
日（
月
）午
前

10
時
～
午
後
３
時　
所

市
役
所
本
庁
舎
新
館
１

階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス　
※

詳
細
は
、
総
務
省
山
口
行
政
監
視
行
政

相
談
セ
ン
タ
ー（
☎
083－

922－

１
５
９
１
）へ

問
市
民
相
談
所（
☎
231－

３
７
３
０
）

ご
存
知
で
す
か

特
設
人
権
相
談
所

日
６
月
１
日（
金
）午
前
10
時
～
正
午　

所
し
も
の
せ
き
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
、

菊
川
町
総
合
福
祉
会
館
、
川
棚
公
民
館
、

豊
北
保
健
セ
ン
タ
ー
、
社
会
福
祉
協
議

会
豊
田
支
所　
※
詳
細
は
、
山
口
地
方

法
務
局
下
関
支
局（
☎
234－
４
０
０
０
）へ

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

（
☎
222－

０
８
２
７
）

お
知
ら
せ

地
籍
調
査
に
理
解
と
協
力
を

　
地
籍
調
査
を
実
施
し
ま
す
。
土
地
所

有
者
な
ど
の
関
係
者
に
は
、
事
前
に
地

元
説
明
会
の
案
内
と
現
地
立
会
の
通
知

を
送
付
し
ま
す
。

▽
調
査
地
区
＝
彦
島
緑
町

問
都
市
計
画
課（
☎
231－

１
２
９
８
）

出
生
記
念
樹
の
申
し
込
み
を

対
出
生
時
に
下
関
市
民
と
し
て
住
民
登

録
を
し
た
平
成
30
年
４
月
1
日
以
前
の

新
生
児　
申
６
月
30
日（
土
／
必
着
）ま

で
に
、
出
生
届
提
出
の
際
に
受
け
取
っ

た
専
用
は
が
き
で
申
し
込
み
を
。

問
公
園
緑
地
課（
☎
231－

１
９
３
３
）

全
国
大
会
等
に
出
場
し
た
選
手
へ
の

賞
賜
金
制
度

　
全
国
大
会
、
世
界

大
会
に
出
場
か
優
勝

し
た
選
手
・
団
体
に
、

出
場
賞
賜
金
、
優
勝

賞
賜
金
を
交
付
す
る
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
出
場
賞
賜
金
の
申
請
は
、
原
則

と
し
て
大
会
日
ま
で
で
す
。
今
年
度
か

ら
対
象
者
が
高
校
生
以
下
、
対
象
大
会

が
全
国
大
会
以
上
と
な
り
ま
す
。
※
詳

し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
ス
ポ
ー
ツ

振
興
課
へ

問
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課（
☎
231－

２
７
３
９
）

６月は外国人労働者問題
啓発月間
●外国人雇用はルー

ルを守って適正に

外国人が能力を発揮

できる適切な人事管

理と就労環境を！

　外国人を雇っている事業主の皆さん、以
下の項目をチェックしてみましょう！

▽国籍で差別しない公平な採用選考を行っ
ていますか？　 ▽労働法令を守り、労働・
社会保険に入っていますか？　 ▽日本語教
育や生活上・職務上の相談に配慮していま
すか？　 ▽安易な解雇はしていませんか？ 

▽外国人の雇入れ、離職時にハローワーク
への雇用状況の届けを出していますか？
問ハローワーク下関（☎222ー4031 32#）、
山口県労働局職業対策課（☎083ー995ー0383）

空き家の悩み  サポートします
■危険空き家の解体に補助金を交付します
　補助金の交付対象は、一定以上の危険度があると判定された空き家で、
募集期間中で危険度の高い順に選定します。※交付は予算の範囲内
対危険空き家の所有者など　内解体補助金＝１件につき補助対象経費の２
分の１以内で40万円を限度（25件程度を予定）　申６月１日～29日に、申請
書に必要書類を添えて提出を。※申請書は市ホームページからダウンロー
ドするか、住宅政策課まで

■空き家居住促進改修に補助金を交付します
対市内の空き家住宅等に居住予定の方か空き家住宅を売却予定の方など　
内省エネ化・バリアフリー化対応改修助成　 ▽対象住宅＝市内に昭和56年
６月１日以降に着工された１戸建ての住宅かマンション各戸など　 ▽対象
工事＝市が指定する改修工事（窓断熱改修、手すり設置など）を行う工事　 ▽

補助額＝最大60万円（中心市街地は最大80万円）　申６月１日～12月25日に
申請書に必要書類を添えて提出を。※申請書は市ホームページからダウ
ンロードするか、住宅政策課まで　※その他諸条件あり　※先着順・予算
がなくなり次第終了
共問住宅政策課（☎231ー1941）

対昭和17年４月１日～昭和18年３月31日生
まれの方か平成29年度に障害認定により新
たに加入した方　内 ▽ 健診項目＝口の中
の状態、かむ力、舌の動き、飲み込む力
の確認　 ▽受診期間＝６月１日～平成31
年１月31日　 ▽受診機関＝市内の各歯科
医療機関（受診券送付時に一覧表を同封）
※対象者には受診券を送付。受診券を紛
失した場合は被保険者証を持参し、保険
年金課、各総合支所市民生活課、本庁の
各支所にて受診券の再交付申請を　持歯
科健康診査受診券、質問票、後期高齢者
医療被保険者証　※詳細は、山口県後期
高齢者医療広域連合業務課保健事業推進
係（☎083－921－7112）へ
問保険年金課（☎231－1306）

後期高齢者医療
歯科健康診査

マークの見方 対…対象　日…日時　期…期間　所…場所　内…内容　師…講師　定…定員
料…参加費など　持…持参する物　申…申込方法　共…共通事項　問…問合先
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